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計画作成年度 令和７年度

 
計画主体 阿波市



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

                                                             
 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

 

（１）被害の現状（令和６年度） 

　※被害数値の―は、被害はあるが現状では具体的な金額等は把握できていない。 
 

 

 
鳥獣の種類

被害の現状
 品　目 被害数値（金額　被害面積）

 

イノシシ

水稲 

野菜（イモ、ニンジン等） 
果樹（ブドウ等）

31.7万円　34a 

－ 

－
 

サル

水稲 
果樹（ブドウ、桃、柿等） 
野菜（とうもろこし等）

－ 

－ 

－
 

シカ
水稲 

野菜、果樹、タラ芽

11.4万円　12a 

－
 

カラス
果樹（ぶどう等） 
野菜（レタス、玉蜀黍等）

－ 

－
 カワウ 魚類（アユ等） －

 ヒヨドリ 野菜（ブロッコリー、キャベツ等） 68.4万円　23a

 スズメ 水稲  1.4万円 　2a

 ハクビシン － －

 アライグマ － －

 
対象鳥獣

イノシシ・サル・シカ・カラス・カワウ・ヒヨドリ・スズメ 
ハクビシン・アライグマ

 計画期間 令和８年度～令和１０年度

 対象地域 徳島県　阿波市



（２）被害の傾向 

 

 

 

 ①イノシシ 

水稲の食害の他、踏み荒らしやヌタウチによる稲の倒伏。被害区域も拡

大傾向にあり、中山間地域以外の水田でも被害が発生している。また、イ

モ類、筍、大根等の食害は収穫時期に市内各地で発生している。ミミズや

昆虫等を求め地面を掘り返す習性があるため、畦畔の掘り起こしや石垣の

倒壊、またゴルフ場では芝が枯れるなどの被害がでている。近年では昼夜

を問わず市街地まで出没し、人家への侵入や人への威嚇などの行動をとっ

ており、人的被害等についても危惧される。 

②サル 

被害は通年発生するが、特に果樹については、春季から秋季にかけて被

害が多い。夏季には稲穂の食害も発生している。近年では市街地まで出没

し、人家への侵入や人への威嚇などの行動をとっており、人的被害等につ

いても危惧される。 

③シカ 

山間部で増加傾向にあり、まれに平野部へも出没している。タラ芽など

の食害のほか、野菜や果樹は葉や樹皮の食害による生育不良が発生してい

る。 

④カラス 

果樹（ぶどう等）、野菜（レタス等）や穀類（トウモロコシ等）を中心

に被害が発生している。作物はもとより、ビニールハウスや防鳥網に穴を

あけるなど施設被害も発生しており、被害は増加傾向である。 

⑤カワウ 

吉野川水系に生息し、魚類（アユ等）の食害がある。 

⑥ヒヨドリ 

冬季から春季にかけて、野菜（ブロッコリー、キャベツ等）の葉物野菜

が被害を受けている。竹林をコロニーとして近隣の畑の野菜類を食害して

いる。なお、各年の漂鳥の数により被害は変動している状況である。 

⑦スズメ 

水稲への食害が発生している。 

⑧ハクビシン 
果樹（ぶどう等）への食害が発生している。 

⑨アライグマ 

果樹等に食害が疑われる痕跡がある。 



（３）被害の軽減目標 

 

　　被害面積　 

 

 

  　被害金額 

 

 

 
指標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度）

 
イノシシ 34a 27a

 
サル － －

 
シカ 12a 10a

 
カラス － －

 
カワウ － －

 
ヒヨドリ 23a 18a

 スズメ  2a  1a

 
ハクビシン － －

 
アライグマ － －

 
指標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度）

 
イノシシ 31.7万円 25.4万円

 
サル － －

 
シカ 11.4万円 9.1万円

 
カラス － －

 
カワウ － －

 
ヒヨドリ 68.4万円 54.7万円

 スズメ 1.4万円 1.1万円

 
ハクビシン － －

 
アライグマ － －



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 

（５）今後の取組方針 

 

 従来講じてきた被害防止対策 課題
 捕獲等に

関する取

組 

 

 

 

 

令和５年度～令和７年度 
○イノシシ、サル、シカ 
箱ワナ、くくりワナ、銃による捕獲を実施。 

○カラス、カワウ、ヒヨドリ、スズメ 

銃による捕獲を実施。カラスは捕獲檻による

捕獲も実施。 

○ハクビシン、アライグマ 

箱ワナによる捕獲を実施。 

捕獲班である猟友

会員の高齢化や猟

銃所持者の減少に

よる機動力、捕獲

数の低下が懸念さ

れる。 

 

 防護柵の

設置等に

関する取

組

侵入防止柵や電気柵の設置を実施。 
令和７年度までの設置状況 
《ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ》　２２地区 

　　延長：約１７,３００ｍ 

防護柵等の設置に

より、被害が未設

置地区へ移ってい

く可能性がある。

 生息環境

管理 そ の

他の取組 

県が定めている１０月の鳥獣被害対策強化月間で

は、集落をエサ場にさせないよう管理をするようポスター

や対策マニュアルを窓口に設置し生息環境管理等の

対策を図っている。

生息環境管理の重

要性は理解している

ものの、住民の意見

は捕獲要望が強いた

め、捕獲を優先せざ

るを得ない。 

 ○イノシシ、シカ対策 

銃器やワナ等による捕獲を継続するとともに、被害が多発している地域

には防護柵等の設置を行う。 

○サル対策 

銃器やワナ等による捕獲を継続するとともに、被害が多発している地域

では、移動式大型捕獲檻での捕獲を行う。また、動物駆逐用花火や爆竹等

による追い払いを行う。テレメトリー調査やモンキードッグの導入などを

検討する。 
○カラス、カワウ、ヒヨドリ、スズメ対策 

銃器や捕獲檻による捕獲を継続する。またロケット花火等による追払い

を行う。ぶどう等施設栽培の作物ついては、施設内への侵入を防止する対

策を講じる。 

○ハクビシン、アライグマ対策 

ワナによる捕獲を行う。また、被害が多発している地域には防護柵等の

設置を行う。 



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 

 

 阿波市各猟友会 猟友会と委託契約を結び、担当地区で捕獲を実施。

 年度 対象鳥獣 取組内容
 

８

イノシシ、サル、シカ、カラス 

カワウ、ヒヨドリ、スズメ 

ハクビシン、アライグマ

捕獲檻の導入設置 

狩猟免許取得の促進

 ９ 〃 〃
 １０ 〃 〃

 　捕獲計画数等の設定の考え方
 県が策定したイノシシ適正管理計画、ニホンジカ適正管理計画に基づき、過

去３カ年の有害捕獲、狩猟による捕獲数及び増減傾向をもとに設定。 

 
対象鳥獣

捕獲計画数等
 ８年度 ９年度 １０年度
 イノシシ ２２０ ２２０ ２２０
 サル １００ １００ １００
 シカ ４５０ ４５０ ４５０
 カラス ５００ ５００ ５００
 カワウ ２０ ２０ ２０
 ヒヨドリ １００ １００ １００
 スズメ １００ １００ １００
 ハクビシン ２０ ２０ ２０
 アライグマ １０ １０ １０
 　捕獲等の取組内容
 

（ イノシシ、シカ ）　ワナ、銃による捕獲。有害捕獲、狩猟で対応。 

（　サル　）　　　　　ワナ、銃による捕獲。有害捕獲で対応。 

（ カラス ）　　　　　銃、捕獲檻による捕獲。有害捕獲、狩猟で対応。 

（ カワウ、ヒヨドリ、スズメ ）  銃による捕獲。有害捕獲、狩猟で対応。 

（ ハクビシン、アライグマ ）ワナによる捕獲。有害捕獲、狩猟で対応。



 

（４）許可権限委譲事項 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

 

（１）侵入防止柵の整備計画 

 
（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

 

５．生息環境管理その他被害防止に関する取組 

 ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

 有害鳥獣による農作物等の被害防止のため、箱ワナやくくりワナ、散弾

銃等の猟具を用いて有害捕獲を実施しているが、イノシシやシカなど獰猛

な鳥獣に対しては、半矢の危険性があるため、射程距離が長いライフル銃

を使用することにより、効率的な有害捕獲が可能となるため必要である。

 対象地域 対象鳥獣
 該当なし

 
対象鳥獣

整備内容
 ８年度 ９年度 １０年度
 

イノシシ 
サル 
シカ

電気柵300m 
防護柵1,000m 

電気柵300m 
防護柵1,000m 

電気柵300m 
防護柵1,000m 

 対象鳥獣 取組内容
 ８年度 ９年度 １０年度
 

イノシシ 
サル 
シカ

侵入防止柵の維持

管理について、地

元管理の下、定期

的に草刈り・見回

り等を実施する。

侵入防止柵の維持

管理について、地

元管理の下、定期

的に草刈り・見回

り等を実施する。

侵入防止柵の維持

管理について、地

元管理の下、定期

的に草刈り・見回

り等を実施する。

 年度 対象鳥獣 取組内容
 

８

ｲﾉｼｼ､ｻﾙ､ｼｶ､ｶﾗｽ 
ｶﾜｳ、ﾋﾖﾄﾞﾘ､ｽｽﾞﾒ 
ﾊｸﾋﾞｼﾝ､ｱﾗｲｸﾞﾏ

地域が追払いや集落点検等の被害防止活動に取り

組めるよう支援する。 

講習会等による被害対策の普及啓発活動を行う。

 

９

ｲﾉｼｼ､ｻﾙ､ｼｶ､ｶﾗｽ 
ｶﾜｳ、ﾋﾖﾄﾞﾘ､ｽｽﾞﾒ 
ﾊｸﾋﾞｼﾝ､ｱﾗｲｸﾞﾏ

地域が追払いや集落点検等の被害防止活動に取り

組めるよう支援する。 

講習会等による被害対策の普及啓発活動を行う。

 

１０

ｲﾉｼｼ､ｻﾙ､ｼｶ､ｶﾗｽ 
ｶﾜｳ、ﾋﾖﾄﾞﾘ､ｽｽﾞﾒ 
ﾊｸﾋﾞｼﾝ､ｱﾗｲｸﾞﾏ

地域が追払いや集落点検等の被害防止活動に取り

組めるよう支援する。 

講習会等による被害対策の普及啓発活動を行う。



６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる　

おそれがある場合の対処に関する事項 

 

（１）関係機関等の役割 

 

（２）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

　　緊急時の連絡体制 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 

 

 

 

 構成機関の名称 役  割
 

阿波市農地整備課 事務局、関係機関に連絡・調整

 
徳島県東部農林水産局 鳥獣被害への助言・指導等の支援

 
阿波市猟友会（５支部） 

(阿波、阿波クラブ、市場、土成、吉野）

有害鳥獣関連の情報提供、有害鳥獣捕獲の実施 

巡視

 
阿波市教育委員会 学校における安全確保

 
阿波吉野川警察署 情報提供、巡視

 
住民からの目撃情報 

　　↓ 

阿波市役所農地整備課（情報収集・関係機関に連絡・注意喚起） 

　↓ 

庁内 

①教育委員会　（各学校等への連絡） 

②子育て支援課（各こども園等への連絡） 

 

関係機関 

①阿波吉野川警察署　　（情報共有及び巡視） 

②該当地区猟友会　　　（有害鳥獣捕獲及び追い払い等巡視） 

③鳥獣保護管理員　　　（地元猟友会と連携し巡視） 

④徳島県東部農林水産局（情報共有及び協力依頼）

 イノシシ、シカ、ヒヨドリ、スズメは埋設処理及び自家消費。 

サル、カラス、カワウ、ハクビシン、アライグマは埋設処理。 



８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 
効な利用に関する事項 
 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

 
（２）処理加工施設の取組 

 
（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 
９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

 

（２）関係機関に関する事項 

 

 

 

 食品 該当なし
 ペットフード 該当なし
 皮革 該当なし
 その他 

（油脂、骨製品、角 
製品、動物園等で 
のと体給餌、学術 
研究等）

該当なし

 該当なし

 該当なし

 
被害防止対策協議会の名称 阿波市有害鳥獣捕獲対策協議会

 構成機関の名称 役  割
 阿波市農地整備課 事務全般

 阿波市内各ＪＡ 農作物の被害状況・捕獲機器の情報提供

 阿波市内各猟友会 有害鳥獣捕獲

 その他関係団体の長 地元被害の調査・情報提供

 
関係機関の名称 役  割

 共済組合 農業共済制度による被害状況の提供

 漁業協同組合 情報提供

 森林組合 森林被害の状況報告

 農業支援センター 鳥獣被害対策に対する助言及び指導



（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 猟友会と連携、協力しながら捕獲及び追い払い等を行っている。 

   該当なし

 　　着実な被害軽減のために、防護・捕獲・地域の環境整備の３本柱を基

本とした対策が重要であり、鳥獣被害を一人一人の問題と捉え集落をあ

げて取り組めるよう推進していくことが必要である。 


